
宮城県警察本部

引き続き４月から実施している
飲酒検査をお願いいたします。

Ｑ 当分の間、アルコール検知器は準備しなくても良いのですか？

できるだけ早期に必要な数の検知器の入手に努めてください。
また、既にアルコール検知器を入手することができた事業所におい

ては、法令上の義務ではありませんが、積極的に使用し、 飲酒運転の
防止を図るようお願いいたします。

Ａ 早めの入手をお願いします。
アルコール検知器を使用した飲酒検査については、当分の間、入手

困難を理由に延期となりましたが、いずれアルコール検知器を使用し
た飲酒検査は各事業所に実施していただくことになります。


